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流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
最
近
に
お
け
る
物
資
の
流
通
を
め
ぐ
る
経
済
的
社
会
的
事
情
の
変
化
に
伴
い
、
我
が
国
産
業
の
国

際
競
争
力
の
強
化
、
消
費
者
の
需
要
の
高
度
化
及
び
多
様
化
へ
の
対
応
並
び
に
物
資
の
流
通
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷

の
低
減
を
図
る
こ
と
の
重
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
に
つ
い
て
、
そ

の
計
画
の
認
定
、
そ
の
実
施
に
必
要
な
関
係
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
の
特
例
、
中
小
企
業
者
が
共
同
し
て
行
う

場
合
に
お
け
る
資
金
の
調
達
の
円
滑
化
に
関
す
る
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及

び
効
率
化
の
促
進
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
流
通
業
務
」
と
は
、
輸
送
、
保
管
、
荷
さ
ば
き
、
流
通
加
工
（
物
資
の
流
通
の
過
程
に

お
け
る
簡
易
な
加
工
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
物
資
の
流
通
に
係
る
業
務
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
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２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
」
と
は
、
特
定
流
通
業
務
施
設
を
中
核
と
し
て
、
輸
送
、

保
管
、
荷
さ
ば
き
及
び
流
通
加
工
を
一
体
的
に
行
う
こ
と
に
よ
る
流
通
業
務
の
総
合
化
を
図
る
と
と
も
に
、
輸
送

網
の
集
約
、
配
送
の
共
同
化
そ
の
他
の
輸
送
の
合
理
化
を
行
う
こ
と
に
よ
る
流
通
業
務
の
効
率
化
を
図
る
事
業
（

当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
の
整
備
を
行
う
事
業
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
物
資
の
流
通
に
伴

う
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
流
通
業
務
施
設
」
と
は
、
流
通
業
務
施
設
（
ト
ラ
ッ
ク
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
卸
売
市
場

、
倉
庫
又
は
上
屋
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
高
速
自
動
車
国
道
、
鉄
道
の
貨
物
駅
、
港
湾
、
漁
港
、
空
港
そ
の
他

の
物
資
の
流
通
を
結
節
す
る
機
能
を
有
す
る
社
会
資
本
等
の
近
傍
に
立
地
し
、
物
資
の
仕
分
及
び
搬
送
の
自
動
化

等
荷
さ
ば
き
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
設
備
、
物
資
の
受
注
及
び
発
注
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス

テ
ム
並
び
に
流
通
加
工
の
用
に
供
す
る
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

こ
の
法
律
に
お
け
る
「
港
湾
流
通
拠
点
地
区
」
、
「
港
湾
管
理
者
」
、
「
倉
庫
業
」
、
「
第
一
種
貨
物
利
用
運

送
事
業
」
、
「
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
、
「
外
国
人
国
際
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
、
「
一
般
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
」
、
「
中
小
企
業
者
」
及
び
「
食
品
生
産
業
者
等
」
の
定
義
を
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）



- 3 -

第
二

基
本
方
針

主
務
大
臣
は
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
実
施
に
関
し
、
基
本
的
な
方
針
を
定
め
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
三

総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
等

一

総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
等

１

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
総
合
効
率
化
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
総
合
効
率
化

計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
は
総
合
効
率
化
計
画
が
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化

事
業
の
用
に
供
す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
が
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
は
、
認
定
総
合
効
率
化
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
定
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

主
務
大
臣
は
、
認
定
総
合
効
率
化
計
画
が
２
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
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そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

二

港
湾
流
通
拠
点
地
区
の
指
定

１

重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
臨
港
地
区
及
び
港
湾
区
域
内
の
公
有
水
面
の
埋
立
て
に

係
る
埋
立
地
の
う
ち
、
貨
物
取
扱
量
、
港
湾
施
設
の
整
備
の
状
況
、
土
地
利
用
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
特
定
流
通

業
務
施
設
の
立
地
を
促
進
す
る
た
め
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
地
区
を
港
湾
流
通
拠
点
地
区
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

港
湾
管
理
者
は
、
港
湾
流
通
拠
点
地
区
を
指
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
港
湾
流
通
拠
点
地
区
の
区
域

を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
区
域
を
国
土
交
通
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

三

特
定
流
通
業
務
施
設
の
確
認

１

特
定
流
通
業
務
施
設
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
整
備
し
よ
う
と
す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
の
計
画
が

主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
は
、
確
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
計
画
が
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
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に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

２
の
確
認
を
受
け
た
特
定
流
通
業
務
施
設
を
利
用
し
て
実
施
す
る
総
合
効
率
化
計
画
に
つ
い
て
は
、
特
定
流
通

業
務
施
設
に
係
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
四

流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
促
進

一

倉
庫
業
法
の
特
例

１

総
合
効
率
化
事
業
者
が
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
倉
庫
業
法
の
登
録
若
し
く
は
変
更
登
録

を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
登
録
若
し
く
は
変
更
登
録
を
受
け
、
又

は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
が
認
定
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
倉
庫
業
法
の
変
更
登

録
若
し
く
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
登
録
若
し
く
は
認

可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

二

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例

１

総
合
効
率
化
事
業
者
が
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
許
可
、
登
録
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、
認
可
若
し
く
は
変
更
登
録
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
、
登

録
、
認
可
若
し
く
は
変
更
登
録
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
が
認
定
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
貨
物
利
用
運
送
事
業

法
の
変
更
登
録
若
し
く
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
登
録

若
し
く
は
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

組
合
等
た
る
認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
が
、
認
定
総
合
効
率
化
事
業
に
従
っ
て
、
当
該
組
合
等
の
構
成
員
に
限

定
し
て
行
う
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
つ
い
て
は
、
利
用
運
送
約
款
に
関
す
る
規
定
そ
の
他
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
た
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
た
る
他
の
運
送
事
業
者
と

認
定
総
合
効
率
化
計
画
に
従
っ
て
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
該
協
定
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め

届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）

三

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例

１

総
合
効
率
化
事
業
者
が
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
許
可
若
し
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く
は
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け

、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
が
認
定
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
法
の
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出

を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

組
合
等
た
る
認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
が
、
認
定
総
合
効
率
化
事
業
に
従
っ
て
、
当
該
組
合
等
の
構
成
員
に
限

定
し
て
行
う
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
つ
い
て
は
、
運
送
約
款
に
関
す
る
規
定
そ
の
他
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

四

港
湾
法
の
特
例

総
合
効
率
化
事
業
者
が
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
港
湾
流
通
拠
点
地
区
に
お
い
て
特
定
流
通

業
務
施
設
の
整
備
を
行
う
に
当
た
り
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

五

中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例
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中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
規
定
す
る
普
通
保
険
等
の
保
険
関
係
で
あ
っ
て
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
関
連
保
証
を

受
け
た
中
小
企
業
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
付
保
限
度
額
の
別
枠
化
等
の
特
例
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

六

中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
法
の
特
例

中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
は
、
中
小
企
業
者
た
る
認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
の
う
ち
、
資
本
の
額
が
三
億
円

を
超
え
る
株
式
会
社
が
認
定
総
合
効
率
化
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
調
達
を
図
る
た
め
に
発
行
す
る

新
株
の
引
受
け
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

七

食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
特
例

食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
機
構
は
、
食
品
生
産
業
者
等
た
る
認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
が
実
施
す
る
認
定
総
合
効

率
化
事
業
に
必
要
な
資
金
の
借
り
入
れ
に
係
る
債
務
の
保
証
、
認
定
総
合
効
率
化
計
画
に
従
っ
た
特
定
流
通
業
務
施

設
の
受
託
整
備
等
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

八

都
市
計
画
法
等
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
の
配
慮

国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
総
合
効
率
化
事
業
の
実
施
の
た
め
都
市
計
画
法
そ
の
他
の
法
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律
の
規
定
に
よ
る
許
可
そ
の
他
の
処
分
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
総
合
効
率
化
事
業
の
用
に
供
す
る
特
定

流
通
業
務
施
設
の
整
備
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

九

工
場
立
地
法
に
よ
る
事
務
の
実
施
に
つ
い
て
の
配
慮

国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
総
合
効
率
化
事
業
に
つ
い
て
の
工
場
立
地
法
に
規
定
す
る
事

務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
認
定
総
合
効
率
化
事
業
の
実
施
が
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
こ
と
に
か
ん

が
み
、
当
該
認
定
総
合
効
率
化
事
業
の
用
に
供
す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
の
整
備
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
適
切
な

配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

十

資
金
の
確
保

国
及
び
都
道
府
県
は
、
認
定
総
合
効
率
化
事
業
に
必
要
な
資
金
の
確
保
又
は
そ
の
融
通
の
あ
っ
せ
ん
に
努
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

十
一

関
係
者
の
協
力

認
定
総
合
効
率
化
事
業
者
の
取
引
の
相
手
方
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
当
該
認
定
総
合
効
率
化
事
業
の
円
滑
な
実
施

に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）
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十
二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
措
置

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
を
促
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
、
人
材
の
養
成

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
国
及
び
都
道
府
県
は
、
認
定
総
合
効
率
化
事
業
者

に
対
し
、
認
定
総
合
効
率
化
事
業
の
適
確
な
実
施
に
必
要
な
助
言
及
び
協
力
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

第
五

雑
則

一

報
告
の
徴
収
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
等
に
関
し
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
関
係
）

第
六

罰
則

罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

第
七

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る



- 11 -

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進
法
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
）


